
【積込料及取卸料について】 （単位　円）

（単位　円）

車両別　　 小型車 中型車 大型車 トレーラー

キロ程 (2t車クラス) (4ｔクラス) (10tクラス) (20ｔクラス)

１０kmまで 11,980 13,970 18,050 22,600 ※その他荷役機械及び副資材を使用した場合等には別途実費を収受

２０kmまで 13,470 15,740 20,470 25,760 ※作業員一人当たりの料金

３０kmまで 14,960 17,500 22,880 28,920 【待機時間について】 （単位　円）

４０kmまで 16,460 19,270 25,300 32,080

５０kmまで 17,950 21,030 27,720 35,240

６０kmまで 19,450 22,800 30,130 38,400

７０kmまで 20,940 24,560 32,550 41,560

８０kmまで 22,430 26,330 34,970 44,720

９０kmまで 23,930 28,090 37,390 47,870

１００kmまで 25,420 29,860 39,800 51,030

１１０kmまで 26,910 31,590 42,140 54,080

１２０kmまで 28,400 33,330 44,480 57,120

１３０kmまで 29,880 35,060 46,810 60,170

１４０kmまで 31,370 36,800 49,150 63,210

１５０kmまで 32,860 38,530 51,490 66,260

１６０kmまで 34,350 40,270 53,820 69,300

１７０kmまで 35,840 42,010 56,160 72,350

１８０kmまで 37,320 43,740 58,500 75,390

１９０kmまで 38,810 45,480 60,830 78,440

２００kmまで 40,300 47,210 63,170 81,480

貸切運賃に係る範囲（課税事業者）

東北運輸局

I　距離制運賃に係る範囲 下限

2,0001時間ごとに

30分を超える場合において10分まで毎に

下限

1,785

19-2．車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により待機
した時間（荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は附帯業務を行う
場合における待機した時間を含む。）に応じて待機時間料を収受します。ただし、
１回の運送において２箇所以上で待機が発生する場合は、それぞれについて合
計するものとします。

5,990

２００kmを超え５００kmまで２０kmを増すごとに加算する金
額

4,6003,4402,960 【実費負担について】

25.荷主の要求により行う品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕
分、保管、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業そ
の他の附帯業務に伴う費用は、実費として収受します。

14,97011,5008,5907,410

５００kmを超えて５０kmを増すごとに加算する金額

【積込料及び取卸料について】

（２）作業員を複数配置した場合には、人数と作業時間に応じて収受します。

【待機時間料について】

19-1．荷送人又は荷受人の依頼により貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場
合には積込料又は取卸料を収受します。

（１）車上における貨物の積み付けであって、シート、ロープなど通常備えている積
付用品による作業は当店の負担において行います。

（３）積込み又は取卸し作業の際に荷役機械及び副資材を使用した場合等には別
途実費を収受します。

変更後


